
ＳＵＮムシくんのデザインを、携帯電話の待受画面
や、ハガキの挿絵、商用グッズなどに使用することが
できます。ご使用の場合は、次の注意事項を守り、使
用目的により必要がある場合は、使用申請書をご提出
ください。

注意事項

⑴　本市の信用若しくは品位を傷つけない。
⑵　法令に違反しない、公序良俗に反しない。
⑶　��特定の政治、思想、宗教の活動に関して使用し
ない。

⑷　特定の個人または団体の宣伝に利用しない。
⑸　「ＳＵＮムシくん」のイメージを損なわない。
⑹　不当な利益を得るために利用しない。
⑺　自己の商標、意匠等として独占的に使用しない。
⑻　��「ＳＵＮムシくん」が市のマスコットキャラク
ターだと知らない人が目にするものには、「山武
市マスコットキャラクターＳＵＮムシくん」の
文字をデザイン近くに配置する。

使用目的により提出いただくもの

⑴　�個人的に利用する場合、申請や届出は不要です。
⑵　��個人や団体が、非営利目的で、市の情報・魅力
発信のために、紙面等に使用する場合、届出書
の提出が必要です。

⑶　��物品や営利目的のグッズ・サービス等に使用す
る場合、申請書を提出し、許可を受ける必要が
あります。営利目的のグッズ等は平成28年３月
31日の製造分まで、使用料を徴収しません。

※�デザイン、使用のルール（使用
取扱要綱・デザインマニュア
ル）、申請書、届出書は、市ＨＰ
に掲載されています。ルールを
守ってご使用ください。
※�販売のグッズは、市ＨＰで紹介
させていただくことがあります。
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「ＳＵＮムシくん」の
デザインを活用したい方へ

山武市マスコットキャラクター
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